
相模原市訪問介護等サービ ス 提供体制確保支援事業補助金交付要綱 

( 趣旨)  

第１ 条 こ の要綱は、 訪問介護サービ ス 、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護サー

ビ ス 及び夜間対応型訪問介護サービ ス（ 以下「 訪問介護等サービ ス 」 と いう 。） を

運営する 事業者に対し て、 その担い手を 確保し 、 経営改善を 図る こ と を 目的と し

た 取組に補助金を 交付する も のであ り 、 相模原市補助金等に係る 予算の執行に関

する 規則( 昭和４ ５ 年相模原市規則第２ ３ 号。 以下｢規則｣と いう 。 ) に定める も の

のほか、 必要な 事項を 定める も のと する 。  

( 補助対象事業者)  

第２ 条 補助の対象と な る 事業者（ 以下「 補助事業者等」 と いう 。） は、 介護保険法

に基づき 指定さ れた本市に所在する 訪問介護事業所、 夜間対応型訪問介護事業所

又は定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護事業所（ 以下「 訪問介護等事業所」 と い

う 。） を 運営する 者と する 。  

２  前項の規定にかかわら ず、 次の各号に該当する 場合は対象と し な い。  

（ １ ） 補助対象経費が生じ た 時点において 、 介護保険法に基づく 指定がさ れていな

い者 

（ ２ ） 補助対象経費が生じ た 時点及び申請時点において、 当該事業所が休止又は廃

止さ れて いる 場合 

（ 補助対象事業）  

第３ 条 こ の補助金の対象と なる 事業は、 次の各号に掲げる も ののいずれかに該当

する も のと する 。  

（ １ ） 人材確保体制構築支援事業 

ア  研修体制の構築の支援 

ホ ーム ヘルパー希望者の裾野を 拡大し 、 経験年数の短いホ ーム ヘルパーで 

も 安心し て働き 続けら れる よ う 、 訪問介護等事業所が行う ホ ーム ヘルパーや 

介護職員等の資質向上・ 定着促進に資する 研修計画の作成など 研修体制の構 

築のための取組に要する 経費 

イ  中山間地域等・ 離島等地域における 採用活動の支援  

中山間地域等（「 厚生労働大臣が定める 中山間地域等の地域（ 平成２ １ 年 

厚生労働省告示第８ ３ 号）」 の第１ 号に定める 地域を いう 。 以下同じ 。） 及び 

離島等地域（「 厚生労働大臣が定める 地域( 平成２ ４ 年厚生労働省告示第１ ２  



０ 号) 」 に掲げる 地域を いう 。 以下同じ 。） に所在する 訪問介護等事業所が、  

当該地域外の求職者に対し て採用活動を 実施する 場合に、 地理的条件等によ

り 発生する かかり 増し 経費 

ウ  経験年数が短いホ ーム ヘルパー等への同行支援 

訪問介護等事業所における 経験年数の長いホ ーム ヘルパーの技術を 着実に

継承する ため、 当該ホ ーム ヘルパーが、 一定期間、 経験年数の短いホ ーム ヘ

ルパーや訪問業務に従事し た経験のない介護職員等に同行し 、 訪問介護等サ

ービ ス の質の確保を 図る ための技能・ 技術の向上に向けた 指導を 行う 取組に

要する 経費 

（ ２ ） 経営改善支援事業 

ア  経営改善の支援 

経営基盤の強化及び経営状況の改善又は各種加算の新規取得支援等を 目的 

と し て 、 専門家（ コ ン サルタ ン ト 事業者や社会保険労務士等） から 指導等を  

受ける のに要する 経費及び事務作業を 行う た めの臨時職員を 雇用する 経費 

イ  登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援 

ホ ーム ヘルパー雇用の安定化を 図る ため、 登録ヘルパー等（ 勤務日及び勤

務時間が不定期な登録ヘルパーや非常勤のホ ーム ヘルパーを いう 。以下同じ ）

の常勤化を 促進する た めに要する 経費 

ウ  小規模法人等の協働化・ 大規模化の取組の支援 

次の（ ア ） から （ エ） のいずれかに要件に該当する 法人を １ 以上含んだ複数 

の法人によ り 構成さ れる 事業者グ ループ（ 以下「 事業者グ ループ」 と いう 。）  

が、 地域の状況や事業規模を 踏ま えた法人間の連携を 促進し 、 相互に協力し て  

行う 人材育成や経営改善に向けた 取組に要する 経費 

（ ア） １ 法人当たり １ の訪問介護等事業所を 運営する 法人 

（ イ ） 運営する 訪問介護等事業所について、 前年度のいずれかの月の延べ訪

問回数が４ ０ ０ 回以下であ る 法人 

（ ウ ） 運営する 訪問介護等事業所の職員数が常勤換算方法で平均５ 人以下の 

法人 

（ エ） 運営する 訪問介護等事業所が全て 中山間地域等又は離島等地域に所在 

する 法人 

 



エ 介護人材・ 利用者確保のた めの広報活動に関する 支援 

訪問介護等事業所が介護人材や利用者の確保のた めに行う ホ ーム ページの 

開設・ 改修に係る 経費や広報宣材（ リ ーフ レ ッ ト 、 チラ シ 等） の作成・ 印刷

等の広報に要する 経費 

（ 補助額の算定方法等）  

第４ 条 こ の補助金の交付額は、 予算の範囲内において、 前条第１ 号及び第２ 号に

掲げる それぞれの事業内容ご と に、 実支出額と 総事業費から 寄附金その他の収入

額を 控除し た額と を 比較し て 少ない方の額と 、 次に定める 補助上限額の少な い方

と する 。（「（ １ ） 人材確保体制構築支援事業 ウ 」 の事業について は、 次に定める

補助上限額を 交付額と する 。） た だし 、当該金額に千円未満の端数が生じ た場合に

は、 こ れを 切り 捨てる こ と と する 。  

（ １ ） 人材確保体制構築支援事業 

ア  研修体制の構築の支援 

１ 事業所当た り １ ０ 万円 

イ  中山間地域等・ 離島等地域における 採用活動の支援 

１ 事業所当た り ３ ０ 万円 

ウ  経験年数が短いホ ーム ヘルパー等への同行支援（ 経験年数の短いヘルパー

１ 人につき ３ ０ 回ま で）  

（ ア） 中山間地域等・ 離島等地域に事業所が所在する 場合 

３ ０ 分未満の同行支援１ 回につき ３ ， ５ ０ ０ 円 

３ ０ 分以上の同行支援１ 回につき ５ ， ０ ０ ０ 円 

（ イ ） 中山間地域等・ 離島等地域以外に事業所が所在する 場合 

３ ０ 分未満の同行支援１ 回につき ２ ， ５ ０ ０ 円 

３ ０ 分以上の同行支援１ 回につき ４ ， ０ ０ ０ 円 

（ ２ ） 経営改善支援事業 

ア  経営改善の支援 

１ 事業所当た り ４ ０ 万円 

イ  登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援 

常勤化する 登録ヘルパー等１ 人につき １ 月当たり １ ０ 万円（ ３ か月ま で）  

ウ  小規模法人等の協働化・ 大規模化の取組の支援 

（ ア ） 前条第２ 号ウ の対象法人の要件（ エ） に該当する 法人を 含む場合 



１ 事業者グ ループ当た り ２ ０ ０ 万円 

（ イ ） 前条第２ 号ウ の対象法人の要件（ エ） に該当する 法人を 含ま な い場合 

１ 事業者グ ループ当た り １ ５ ０ 万円 

エ 介護人材・ 利用者確保のた めの広報活動に関する 支援 

１ 事業所当たり ３ ０ 万円 

２  前項の規定にかかわら ず、 次の各号に該当する 経費は補助対象経費から 除外す

る 。  

（ １ ） 消費税及び地方消費税相当額 

（ ２ ） 補助対象経費の支払等に係る 各種手数料 

（ ３ ） 補助対象経費以外の経費と 混同し て 支払が行われて おり 、 補助対象経費と の

支払の区別が明確にでき ないも の 

（ ４ ） 国又は本市等が実施する その他の補助を 受けている も の 

（ ５ ） 国の介護保険事業費補助金の対象外と な る 経費 

（ 交付申請等）  

第５ 条 規則第４ 条第１ 項に規定する 補助金等交付申請書等は、 市長の定める 期日 

ま でに提出し な ければな ら ない。  

２  規則第４ 条第１ 項第１ 号の補助事業等計画書は、 訪問介護等サービ ス 提供体制

確保支援事業計画書( 第１ 号様式) によ る も のと する 。  

３  規則第４ 条第１ 項第２ 号から 第４ 号ま での書類は省略する も のと する 。  

４  規則第４ 条第１ 項第５ 号の市長が必要と 認める 書類は、次に掲げる も のと する 。 

（ １ ） 経費別積算内訳表（ 第２ 号様式）  

（ ２ ） 見積書等の支払予定額が分かる 書類の写し  

（ ３ ） その他市長が必要と 認める 書類 

５  当該補助金は、 規則第１ ９ 条に規定する 申請を 認める も のと する 。  

６  規則第２ ０ 条第１ 項の規定によ る 申請は、 補助対象事業が完了し た後、 市長が

定める 期日ま でに提出し なければなら な い。  

７  規則第２ ０ 条第２ 項の規定によ り 、 規則第２ ０ 条第１ 項第１ 号及び第２ 号の書

類を 省略する も のと する 。  

８  規則第２ ０ 条第１ 項第３ 号の補助事業等実績調書は、 訪問介護等サービ ス 提供

体制確保支援事業実績書( 第３ 号様式) によ る も のと する 。  

９  規則第２ ０ 条第１ 項第４ 号の市長が必要と 認める 書類は、 次に掲げる も のと す



る 。  

（ １ ） 経費別内訳表( 第４ 号様式)  

（ ２ ） 事業の実施内容が分かる 書類の写し  

（ ３ ） 支払額及び支払日が確認でき る 書類の写し  

（ ４ ） その他市長が必要と 認める 書類 

( 申請の取下げ)  

第６ 条 規則第７ 条第１ 項の市長の定める 期日は、 交付決定通知書を 受理し た日か

ら １ ０ 日を 経過し た 日ま でと する 。  

( 実績報告)  

第７ 条 規則第１ ４ 条第１ 項の規定によ る 実績報告は、 補助事業等が完了し 、 又は

補助金の交付を 受けた 年度が終了し たと き は、 速やかに、 かつ市長が定める 日ま

でに行わなければな ら ない。  

２  規則第１ ４ 条第１ 項第２ 号の補助事業等実績調書は、 訪問介護等サービ ス 提供

体制確保支援事業実績書( 第３ 号様式) によ る も のと する 。  

３  規則第１ ４ 条第３ 項の規定によ り 、 規則第１ ４ 条第１ 項第１ 号の書類を 省略す

る も のと する 。  

４  規則第１ ４ 条第１ 項第３ 号の市長が必要と 認める 書類は、 次に掲げる も のと す

る 。  

（ １ ） 経費別内訳表( 第４ 号様式)  

（ ２ ） 事業の実施内容が分かる 書類の写し  

（ ３ ） 支払額及び支払日が確認でき る 書類の写し  

（ ４ ） その他市長が必要と 認める 書類 

( 財産の処分の制限)  

第８ 条 規則第２ ８ 条た だし 書に規定する 市長が定める 期間並びに同条第２ 号及び

第３ 号の市長が指定する 財産は、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 期間減価償却資産の耐用年数等に関する 省令( 昭和４ ０ 年大蔵省令第１ ５ 号)

で定める 期間 

（ ２ ） 財産の種類 補助事業等によ り 取得し 、 又は効用の増加し た単価５ ０ 万円以 

上のも の 

( 書類の整備等)  

第９ 条 補助事業者等は、 規則第２ ９ 条に規定する 帳簿を 備え 、 かつ、 当該収入及



び支出について の証拠書類を 整備し 、 保管し なければなら ない。  

２  前項の帳簿及び証拠書類( 以下「 証拠書類等」 と いう 。 ) は、 補助事業等の完了 

の日の属する 市の会計年度の翌年度から ５ 年間保存し なけ ればな ら な い。た だし 、 

前条第２ 号に該当する 財産の証拠書類等の保管期間は、 前記の期間を 経過後、 当 

該財産の財産処分が完了する 日、 又は同条第１ 号の期間を 経過する 日のいずれか 

遅い日ま でと する 。  

３  補助事業者等が、 証拠書類等の保存期間が満了する 前に当該団体が解散する 場 

合は、 その権利義務を 承継する 者( 権利義務を 承継する 者がいな い場合は、 市長)  

に、 証拠書類等を 引き 継がなければなら な い。  

( 届出事項)  

第１ ０ 条 補助事業者等は、 事業を 実施する 年度において 、 次の各号のいずれかに

該当する と き は、速やかに文書を も っ てその旨を 市長に届け出な け ればな ら な い。 

（ １ ） 住所又は代表者を 変更し たと き  

（ ２ ） その他市長が必要と 認めたと き  

( 委任)  

第１ １ 条 こ の要綱に定める も ののほか、 補助金の交付等について 必要な 事項は、  

市長が別に定める 。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の要綱は、 令和７ 年６ 月１ 日から 施行する 。  

 



第１号様式（第５条第２項関係）

申請金額 円

実施予定期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

所要見込額

実施予定期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

所要見込額

実施予定期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

同行を受ける職員の人数 人

同行を受ける職員の氏名、同行する職員の氏名、同行事由、同行回数

1 回 回
2 回 回
3 回 回

回 回
※１人当たりの回数は、３０分未満と３０分以上を合わせて、最大３０回までです。
所要見込額（30分未満）

所要見込額（30分以上）

事業所エリア

0 実施予定期間 令和　年　月　日～令和　年　月　日
※以下、申請を行うメニューの所要額等を記入すれば上記申請金額欄に自動計算されます。

訪問介護等サービス提供体制確保支援事業計画書

法人名

事業所名

サービス種別

　１　研修体制の構築の支援

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

G

0 0 0

A B C D E F

　２　中山間地域等・離島等地域（旧津久井町・旧藤野町）における採用活動の支援

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

　３　経験年数が短い訪問介護員等への同行支援

（単位：円）

被同行者氏名 同行者氏名 同行事由
同行回数

G

0 0 0

A B C D E F

30分未満 30分以上

合計 0 0

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

G

0 0 0

A B C D E F

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

G

0 0 0

A B C D E F



実施予定期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

実施予定事業（該当する事業に○）
経営改善の外部コンサルタント等に委託を行う
経営改善に資する事務作業等を行うため、臨時職員を雇用する

所要見込額

実施予定期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

常勤化予定の職員数 人

常勤化予定の職員の氏名・常勤化した年月日・給与差額

1 令和 年 月 日 円

2 令和 年 月 日 円

3 令和 年 月 日 円

※１人あたりの補助上限は最大で連続する３ヵ月

所要見込額

実施予定期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

グループに属している法人

ア イ ウ エ

1

2

3

所要見込額

実施予定期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

所要見込額

　４　経営改善の支援

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

G

0 0 0

A B C D E F

カ月

カ月

　５　登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援

職員氏名 常勤化する年月日 補助月数(※) 給与差額(補助月数の総額)

カ月

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

A B C D E F G

0

　６　小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援

法人名
対象法人の要件

0 0

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

A B C D E F G

0

　７　介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

‐ 0

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

A B C D E F G

0‐ 0



　【市が記入】

所管課 福祉基盤課

補助金等の趣旨・
目的・対象事業・補助率

等

相模原市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付要綱
に記載のとおり

補助期間 当該年度

備考

要綱の有無 　　有　・　無　（相模原市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付要綱）

国・県補助金該当の
有無

　　有　・　無　（該当補助事業名：訪問介護等サービス提供体制確保支援事業）

　　補助対象額：訪問介護等サービス提供体制確保支援事業計画書のとおり
　　全体事業費：訪問介護等サービス提供体制確保支援事業計画書のとおり

施策的位置付け

　　有　・　無

　　有の場合の計画名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　施策名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　）



第２号様式（第５条第４項第１号関係）

※合計欄は自動計算です。

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出予定額 実施予定の事業

記載例 ××円 研修（研修名：○○○）の受講(△人分)

1

2

3

4

5

合計 0円

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出予定額 実施予定の採用活動

記載例 ××円 合同説明会（会場名：○○○、開催日：△月△日）への出展（移動費用（□人分））

1

2

3

4

5

合計 0円

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出予定額 実施予定の事業

記載例 職員Aに対し、同行支援する際にかかる費用

1

2

3

4

5

合計

経費別積算内訳表

　１　研修体制の構築の支援

事業実施予定期間

　２　中山間地域等における採用活動の支援

事業実施予定期間

　３‐１　経験年数が短い訪問介護員等への同行支援（３０分未満）

事業実施予定期間



令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出予定額 実施予定の事業

記載例 職員Aに対し、同行支援する際にかかる費用

1

2

3

4

5

合計

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出予定額 実施予定の事業

記載例 ××円
経営基盤の強化又は新規加算の取得支援等を目的とした専門家（コンサルタント事業
者や社会保険労務士等）への委託経費

1

2

3

4

5

合計 0円

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出予定額 実施予定の事業

記載例 ××円
登録ヘルパー等を常勤職員としての雇用する際に必要な賃金等の差額の経費（〇人
分）

1

2

3

4

5

合計 0円

　５　登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援

　３‐２　経験年数が短い訪問介護員等への同行支援（３０分以上）

事業実施予定期間

　４　経営改善の支援

事業実施予定期間

事業実施予定期間



令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出予定額 実施予定の事業

記載例 ××円 合同研修（〇〇研修）、合同説明会（〇〇説明会）を実施するための経費

1

2

3

4

5

合計 0円

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出予定額 実施予定の事業

記載例 ××円 利用者確保のために行うホームページの改修経費

1

2

3

4

5

合計 0円

　６　小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援

事業実施予定期間

　７　介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援

事業実施予定期間



第３号様式（第７条第２項関係）

実績金額 円

実施期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

所要額

実施期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

所要額

実施期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

同行を受けた職員の人数 人

同行を受けた職員の氏名、同行する職員の氏名、同行事由、同行回数

1 回 回
2 回 回
3 回 回

回 回
※１人当たりの回数は、３０分未満と３０分以上を合わせて、最大３０回までです。
所要額（30分未満）

所要額（30分以上）

事業所エリア

0 実施期間 令和　年　月　日～令和　年　月　日

※以下、申請を行うメニューの所要額等を記入すれば上記申請金額欄に自動計算されます。

訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実績書

法人名

事業所名

サービス種別

　１　研修体制の構築の支援

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

G

0 0 0

A B C D E F

　２　中山間地域等・離島等地域（旧津久井町・旧藤野町）における採用活動の支援

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

　３　経験年数が短い訪問介護員等への同行支援

被同行者氏名 同行者氏名 同行事由
同行回数

G

0 0 0

A B C D E F

30分未満 30分以上

合計 0 0

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

G

0 0 0

A B C D E F

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

G

0 0 0

A B C D E F



実施期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

実施事業（該当する事業に○）
経営改善の外部コンサルタント等に委託を行う
経営改善に資する事務作業等を行うため、臨時職員を雇用する

所要額

実施期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

常勤化した職員数 人

常勤化した職員の氏名・常勤化した年月日・給与差額

1 令和 年 月 日 円

2 令和 年 月 日 円

3 令和 年 月 日 円

※１人あたりの補助上限は最大で連続する３ヵ月

所要額

実施期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

グループに属している法人

ア イ ウ エ

1

2

3

所要額

実施期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

所要額

　４　経営改善の支援

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

G

0 0 0

A B C D E F

カ月

カ月

　５　登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援

職員氏名 常勤化した年月日 補助月数(※) 給与差額(補助月数の総額)

カ月

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

A B C D E F G

0

　６　小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援

法人名
対象法人の要件

0 0 0

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

A B C D E F G

0

　７　介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援

（単位：円）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引（A-B） 対象経費の支出額 補助基準額

選定額
（D、Eのうち少ない金

額）

0 0

補助所要額
（千円未満切り捨て）

既交付額

A B C D E F G

00 0



　８　事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

　９　自己評価

上のように評価した理
由（課題がある場合の

対応方針）
別紙のとおり

　【市が記入】

所管課 福祉基盤課

電話番号 ０４２－７０７－７０４６

補助金等に対する
評価

別紙のとおり



第４号様式（第７条第５項関係）

※合計欄は自動計算です。

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出額 実施事業

記載例 ××円 研修（研修名：○○○）の受講(△人分)

1

2

3

4

5

合計 0円

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出額 実施事業

記載例 ××円 合同説明会（会場名：○○○、開催日：△月△日）への出展（移動費用（□人分））

1

2

3

4

5

合計 0円

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出額 実施事業

記載例 職員Aに対し、同行支援する際にかかった費用

1

2

3

4

5

合計

経費別内訳表

　１　研修体制の構築の支援

事業実施期間

　２　中山間地域等における採用活動の支援

事業実施期間

　３‐１　経験年数が短い訪問介護員等への同行支援（３０分未満）

事業実施期間



令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出額 実施事業

記載例 職員Aに対し、同行支援する際にかかった費用

1

2

3

4

5

合計

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出額 実施事業

記載例 ××円
経営基盤の強化又は新規加算の取得支援等を目的とした専門家（コンサルタント事業
者や社会保険労務士等）への委託経費

1

2

3

4

5

合計 0円

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出額 実施事業

記載例 ××円
登録ヘルパー等を常勤職員としての雇用する際に必要な賃金等の差額の経費（〇人
分）

1

2

3

4

5

合計 0円

　５　登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援

　３‐２　経験年数が短い訪問介護員等への同行支援（３０分以上）

事業実施期間

　４　経営改善の支援

事業実施期間

事業実施期間



令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出額 実施事業

記載例 ××円 合同研修（〇〇研修）、合同説明会（〇〇説明会）を実施するための経費

1

2

3

4

5

合計 0円

令和　年　　月　　日　～　令和　年　　月　　日

No 支出額 実施事業

記載例 ××円 利用者確保のために行うホームページの改修経費

1

2

3

4

5

合計 0円

　６　小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援

事業実施期間

　７　介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援

事業実施期間


